
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの矩形枠の上部間に足場板を架設することによって構成される足場ユニットにおい
て、
少なくとも一方の前記矩形枠に、上、下水平枠部材と一対の垂直部材とによって区画され
る作業者出入口が設けられ、該作業者出入口の両側に第１と第２の横桟部材がそれぞれ垂
直方向に間隔をあけて複数段にわたって連設され、対をなす掛止金具が前記足場板の少な
くとも一端部に前記作業者出入口の幅より大きい間隔をあけて取付けられ、前記対をなす
掛止金具が前記上水平枠部材のみならず、前記第１と第２の横桟部材にも前記作業者出入
口を跨がった状態で着脱自在に掛止され、
更に、該足場ユニットの両側には

補強ブレースが配設され、該補強ブレースの端部は前記第１、第２の横桟部材に
着脱自在に掛止され、しかも、該補強ブレースは入れ子式の伸縮

部材とその固定装置を備えて長さ調整自在に構成されていることを特徴とする足場ユニッ
ト。
【請求項２】
　前記下水平枠部材のうち、前記作業者出入口の下方に位置する部分が切り取られている
ことを特徴とする請求項１記載の足場ユニット。
【請求項３】
　前記作業者出入口の一側に垂直方向に複数段にわたって連設された第１及び第２の横桟
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部材のいずれかによって昇降用梯子が形成されることを特徴とする請求項１又は２記載の
足場ユニット。
【請求項４】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを水平方向に連設することによ
って構築されることを特徴とする足場構造。
【請求項５】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを垂直方向に積み重ねることに
よって構築されることを特徴とする足場構造。
【請求項６】
　前記請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを水平方向に連設すると共に垂
直方向に積み重ねることによって構築されることを特徴とする足場構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建築・土木作業現場や一般住宅において、外装作業や内装作業のために用いら
れる足場ユニット及び同足場ユニットを用いた足場構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、上記した目的に供される足場構造として、図２０に示すように、一対の脚部８８、
８９を、それぞれ、矩形枠からなる梯子型枠９０を複数段上下方向に連設することによっ
て形成する共に、最上段の梯子型枠９０間に足場板９２を架設し、さらに、脚部８８、８
９間に補強ブレース９１を取付けた足場構造Ｂがある。
【０００３】
この足場構造Ｂにおいて、梯子型枠９０は、図２０に示すように、上、下水平枠部材９４
、９５と、左、右垂直枠部材９６、９７とによって矩形枠を構成し、上、下水平枠部材９
４、９５の中央部同士を中央補強部材９８によって連結し、さらに、中央補強部材９８と
右垂直枠部材９７との間に、垂直方向に所定の間隔を開けて横桟部材９９を架設すること
によって構成されている。
【０００４】
かかる構成によって、梯子型枠９０の一側に作業者出入口１００を設けることができると
共に、他側に垂直梯子１０１を設けることができる。
そして、足場構造Ｂの使用に際しては、作業者は作業者出入口１００を通して足場構造Ｂ
の内部へ入り、内側から垂直梯子１０１を昇降することができ、昇降動作の安全を確保で
きる。
【０００５】
また、図２１に示す足場構造Ｃは、複数の足場ユニット１０２を例えば壁面に沿って上、
下、左、右方向に連結することによって構成されている。そして、各足場ユニット１０２
は、実質的に、４つの支持脚１０３～１０６と、２つの上部水平連結部材１０７、１０８
と、補強ブレース１１０、１１１と、足場板１１２、１１３とから形成されており、所定
の足場ユニット１０２内には傾斜状態に階段１１４が取付けられている。かかる構成によ
って、作業者は、階段１１４や足場板１１２、１１３を介して所定の作業場所まで移動す
ることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記した従来の足場構造Ｂ、Ｃは、未だ、以下の解決すべき課題を有していた。
即ち、図２０に示す足場構造Ｂにおいて、足場板９２の両端部に設けられた掛止金具は、
それぞれ、最上段の梯子型枠９０の上水平枠部材９４のみに掛止することができる構成と
なっている。従って、この足場構造Ｂを用いて、例えば、高さの異なる天井面に塗布作業
等の高所作業を行おうとする場合、梯子型枠９０単位でしか足場構造Ｂの作業床面の高さ
調整ができず、高所作業を円滑に行うことができなかった。
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【０００７】
同様に、図２１に示す足場構造Ｃにおいても、足場板１１２、１１３の両端部に設けられ
た掛止金具は、それぞれ、各足場ユニット１０２の上部水平連結部材１０７、１０８のみ
に掛止することができる構成となっている。従って、この足場構造Ｃを用いて、例えば、
高さの異なる天井面に高所作業を行おうとする場合、足場ユニット１０２単位でしか足場
構造Ｃの作業床面の高さ調整ができず、同様に高所作業を円滑に行うことができなかった
。特に、階段、傾斜地等での作業ができなかった。
【０００８】
本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、作業床面の高さを自在に調整する
ことができ、高所作業を円滑かつ安全に行うことができる足場ユニット及び足場ユニット
を用いた足場構造を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記目的に沿う請求項１記載の足場ユニットは、２つの矩形枠の上部間に足場板を架設す
ることによって構成される足場ユニットにおいて、
少なくとも一方の前記矩形枠に、上、下水平枠部材と一対の垂直部材とによって区画され
る作業者出入口が設けられ、該作業者出入口の両側に第１と第２の横桟部材がそれぞれ垂
直方向に間隔をあけて複数段にわたって連設され、対をなす掛止金具が前記足場板の少な
くとも一端部に前記作業者出入口の幅より大きい間隔をあけて取付けられ、前記対をなす
掛止金具が前記上水平枠部材のみならず、前記第１と第２の横桟部材にも前記作業者出入
口を跨がった状態で着脱自在に掛止され、
更に、該足場ユニットの両側には

補強ブレースが配設され、該補強ブレースの端部は前記第１、第２の横桟部材に
着脱自在に掛止され、しかも、該補強ブレースは入れ子式の伸縮

部材とその固定装置を備えて長さ調整自在に構成されている。
【００１０】
請求項２記載の足場ユニットは、請求項１記載の足場ユニットにおいて、前記下水平枠部
材のうち、前記作業者出入口の下方に位置する部分が切り取られている。
請求項３記載の足場ユニットは、請求項１又は２記載の足場ユニットにおいて、前記作業
者出入口の一側に垂直方向に複数段にわたって連設された第１及び第２の横桟部材のいず
れかによって昇降用梯子が形成される。
請求項４記載の足場構造は、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを水平方
向に連設することによって構築される。
請求項５記載の足場構造は、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを垂直方
向に積み重ねることによって構築される。
請求項６記載の足場構造は、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを水平方
向に連設すると共に垂直方向に積み重ねることによって構築される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
【００１２】
（第１の実施の形態）
図１～図３を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る足場ユニットＡについて説明す
る。
図示するように、足場ユニットＡは、それぞれ前後方向に配設された前、後矩形枠１０、
１１の上部間に第１及び第２の足場板１２、１３を架設すると共に、その側面に一対の交
差する補強ブレース１４～１７を取付けることによって構成されている。
【００１３】
図２に示すように、前、後矩形枠１０、１１は同一構成を有する。即ち、前、後矩形枠１
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０、１１の外枠は、それぞれ、左、右方向に間隔を開けて配設された左、右垂直支柱１８
、１９と、左、右垂直支柱１８、１９の上、下端同士を連結する上、下水平枠部材２０、
２１とから形成されている。
上、下水平枠部材２０、２１の中間部分同士は、左、右方向に平行間隔を開けて配設され
た一対の垂直部材２２、２３によって連結されており、垂直部材２２、２３間には、縦長
の作業者出入口２４が形成されている。
【００１４】
作業者出入口２４の左側方において、左垂直支柱１８と垂直部材２２との間には、垂直方
向に間隔を開けて複数の長尺の第１の横桟部材２５が架設されている。そして、左垂直支
柱１８、垂直部材２２及び第１の横桟部材２５によって昇降用梯子２６を形成することが
できると共に、第１の横桟部材２５は、図３を参照して後に説明するように、第１の足場
板１２の掛止金具２８～３１と第２の足場板１３の掛止金具３４、３６を着脱自在に掛止
することができる。
【００１５】
一方、作業者出入口２４の右側方において、右垂直支柱１９と垂直部材２３との間には、
垂直方向に間隔を開けて複数の短尺の第２の横桟部材２７が架設されており、この第２の
横桟部材２７の取付数と、間隔と、取付レベルは、昇降用梯子２６の第１の横桟部材２５
と同一に設定されている。そして、第２の横桟部材２７も、図３を参照して後に説明する
ように、第２の足場板１３の掛止金具３５、３７を着脱自在を掛止することができる。
【００１６】
図１と図２に示すように、好ましくはアルミニウム合金製の第１の足場板１２は、その前
、後端部に、左、右方向に間隔を開けて、Ｃ形状の湾曲板部材からなる掛止金具の一例で
ある掛止金具２８～３１を具備しており、掛止金具２８、２９は前矩形枠１０の上水平枠
部材２０に着脱自在に掛止されると共に、掛止金具３０、３１は後矩形枠１１の上水平枠
部材２０に着脱自在に掛止されている。
【００１７】
また、第１の足場板１２の幅は、前、後矩形枠１０、１１における昇降用梯子２６の第１
の横桟部材２５の長さより小さく設定されている。従って、第１の足場板１２の掛止金具
２８～３１は、前、後矩形枠１０、１１の上水平枠部材２０のみならず、昇降用梯子２６
の任意の段の第１の横桟部材２５にも掛止することができる。
【００１８】
なお、第１の足場板１２は開閉自在な蓋３２を具備する有蓋板であり、蓋３２を開けるこ
とによって、昇降用開口３３が形成されることになる。
一方、図１及び図２に示すように、好ましくは同様にアルミニウム合金製の第２の足場板
１３は無蓋板であり、その前、後端部に、左、右方向に間隔を開けて、Ｃ形状の湾曲板部
材からなる掛止金具３４～３７を具備しており、これらの掛止金具３４～３７は、それぞ
れ、前、後矩形枠１０、１１の上水平枠部材２０に着脱自在に掛止されている。
【００１９】
また、第２の足場板１３の幅は、前、後矩形枠１０、１１における作業者出入口２４の幅
より大きく設定されている。従って、第２の足場板１３の掛止金具３４～３７は、前、後
矩形枠１０、１１の上水平枠部材２０のみならず、任意の段の第１及び第２の横桟部材２
５、２７に作業者出入口２４を跨がった状態で掛止することができる。即ち、掛止金具３
４、３６は、昇降用梯子２６の第１の横桟部材２５に着脱自在に掛止することができると
共に、第２の横桟部材２７にも掛止金具３５、３７を着脱自在に掛止することができる。
【００２０】
図２に示すように、補強ブレース１４～１７の両端には、それぞれ、Ｃ形状の湾曲板部材
からなる掛止金具３８～４５が取付けられている。これらの掛止金具３８～４５のうち、
補強ブレース１４の両端に取付けられている掛止金具３８、３９は、それぞれ、前矩形枠
１０における昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟部材２５と、後矩形枠１１における昇
降用梯子２６の下水平枠部材２１に掛止されている。補強ブレース１５の両端に取付けら
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れている掛止金具４０、４１は、それぞれ、前矩形枠１０における昇降用梯子２６の下水
平枠部材２１と、後矩形枠１１における昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟部材２５に
掛止されている。補強ブレース１６の両端に取付けられている掛止金具４２、４３は、そ
れぞれ、前矩形枠１０における最上段の第２の横桟部材２７と、後矩形枠１１における下
水平枠部材２１に掛止されている。補強ブレース１７の両端に取付けられている掛止金具
４４、４５は、それぞれ、前矩形枠１０における下水平枠部材２１と、後矩形枠１１にお
ける最上段の第２の横桟部材２７に掛止されている。
【００２１】
図示の実施の形態における足場ユニットＡのその他の構成について説明すると、図１及び
図２に示すように、前、後矩形枠１０、１１の左、右垂直支柱１８、１９の下端には高さ
調整金具５０、５１を介してキャスター５２、５３がそれぞれ取付けられている。
また、図４に示すように、第１の足場板１２の掛止金具２８～３１には公知の着脱掛止機
構５５が取付けられており、この着脱掛止機構５５を操作することによって掛止金具２８
～３１を容易かつ確実に上水平枠部材２０等にに掛止できると共に、逆の手順で操作する
ことによって容易に解除できる。また、第２の足場板１３の掛止金具３４～３７にも、上
記した着脱掛止機構５５が取付けられている。
【００２２】
次に、上記した構成を有する足場ユニットＡを用いた高所作業について、図１及び図３を
参照して説明する。
図１に示すように、作業者は、例えば、作業者出入口２４より足場ユニットＡの内部空間
に入り、後矩形枠１１に設けた昇降用梯子２６を内側から昇ると共に蓋３２を開け、昇降
用開口３３をくぐり抜けて第１の足場板１２上に立ち、その後、蓋３２を閉じて、第１及
び第２の足場板１２、１３上に形成される作業床面上で、側壁の上部への塗布作業等、所
望の高所作業を、適正な姿勢で行うことができる。
【００２３】
ところで、側壁の他の個所について高所作業を行いたい場合、作業床面が同じ高さでは、
作業者は無理な姿勢で高所作業を行わなければならない。そこで、本実施の形態では、作
業床面の高さを段階的に調整可能としている。即ち、まず、第１、第２の足場板１２、１
３の掛止金具２８～３１、３４～３７を前、後矩形枠１０、１１の上水平枠部材２０から
取り外す。次に、第１の足場板１２の掛止金具２８～３１を、前、後矩形枠１０、１１に
おける昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟部材２５に掛止する。同様に、第２の足場板
１３の掛止金具３４、３６を、前、後矩形枠１０、１１における昇降用梯子２６の第１の
横桟部材２５に掛止すると共に、掛止金具３５、３７を第２の横桟部材２７に掛止する。
このような掛止金具２８～３１、３４～３７の掛け替え作業によって、図３に示すように
、第１及び第２の足場板１２、１３上に形成される作業床面の高さを所定の高さだけ低く
することができ、作業者は適正な姿勢で所望の高所作業を行うことができる。
【００２４】
また、第１の足場板１２の掛止金具２８～３１と、第２の足場板１３の掛止金具３４～３
７は、同様にして、昇降用梯子２６の次段又は他の段の第１の横桟部材２５及び次段又は
他の段の第２の横桟部材２７に掛止することができ、作業床面の高さを変えることができ
る。
このように、本実施の形態では、高所作業の作業態様に応じて自在に作業床面を変えるこ
とでき、高所作業を能率的に行うことができると共に、適正姿勢で作業を行うことができ
るので、疲労感がなく、安全性も向上できる。
【００２５】
また、足場ユニットＡを図３に示す形態とした場合は、前、後矩形枠１０、１１の上部が
作業床面より上方に突出して、いわゆる安全柵を形成することになり、高所作業の安全を
さらに向上することができる。
さらに、本実施の形態では、作業者は、昇降用梯子２６を内側から昇るので、万一落下し
ても落下高さが低く、落下事故を可及的に少なくかつ軽微なものとすることできる。
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【００２６】
また、本実施の形態では、昇降用梯子２６の第１の横桟部材２５と第２の横桟部材２７は
、第１及び第２の足場板１２、１３の掛止金具２８～３１、３４～３７を掛止することが
できるのみならず、補強ブレースの掛止金具３８～４５も掛止することができる幅を有す
るので、足場ユニットＡの組み立てや分解作業等も容易に行うことができる。
さらに、図示しないが、下水平枠部材２１のうち、作業者出入口２４の下方に位置する部
分を切り取ることもでき、この場合、作業者出入口２４の下部が自由空間になるので、作
業者の出入りを容易にすることができる。
【００２７】
（第２の実施の形態）
図５及び図６に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ１は、実質的に、第１の実施
の形態に係る足場ユニットＡを、同一水平面上で直列に連結したことを特徴とする。
即ち、図示するように、本実施の形態に係る足場構造Ａ１は、第１の実施の形態に係る２
つの足場ユニットＡを前後方向に所定の間隔を開けて配設し、前方に位置する足場ユニッ
トＡにおける後矩形枠１１の上水平枠部材２０と、後方に位置する足場ユニットＡにおけ
る前矩形枠１０の上水平枠部材２０との間に、第１の実施の形態に係る第１、第２の足場
板１２、１３を架設することによって構成されている。
【００２８】
上記した構成によって、足場構造Ａ１は、例えば、長い壁面に沿って広い作業床面を確保
することができ、高所作業を能率的に行うことができる。また、本実施の形態においても
、第１、第２の足場板１２、１３の掛止金具２８～３１、３４～３７の掛け替え作業によ
って、図６に示すように、第１、第２の足場板１２、１３上に形成される作業床面の高さ
を所定の高さだけ容易に低くすることができる。
【００２９】
このように、本実施の形態においても、高所作業の作業態様に応じて自在に作業床面を変
えることでき、高所作業を能率的に行うことができると共に、適正姿勢で作業を行うこと
ができるので、疲労感がなく、安全性も向上できる。
【００３０】
（第３の実施の形態）
図７及び図８に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ２は、実質的に、第１の実施
の形態にかかる足場ユニットＡを、垂直方向に積み重ねたことを特徴とする。
【００３１】
上記した構成によって、足場構造Ａ２は、例えば、高い壁面に沿って複数階にわたって高
さの異なる作業床面を確保することができ、高所作業を能率的に行うことができる。また
、本実施の形態においても、各階の第１、第２の足場板１２、１３の掛止金具２８～３１
、３４～３７の掛け替え作業によって、図８に示すように、各階の第１、第２の足場板１
２、１３上に形成される作業床面の高さを所定の高さだけ容易に低くすることができる。
【００３２】
このように、本実施の形態においても、各階において行う高所作業の作業態様に応じて、
作業床面の高さを自在に変えることできると共に、作業床面間の間隔、即ち、作業床面上
の作業空間の高さも変えることができる。従って、高所作業をさらに能率的に行うことが
できると共に、適正姿勢で作業を行うことができるので、疲労感がなく、安全性も向上で
きる。
【００３３】
（第４の実施の形態）
図９及び図１０に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ３は、実質的に、第１の実
施の形態にかかる足場ユニットＡを、水平方向及び垂直方向に組み立てたことを特徴とす
る。
【００３４】
上記した構成によって、足場構造Ａ３は、例えば、長くかつ高い壁面に沿って複数階にわ

10

20

30

40

50

(6) JP 3947605 B2 2007.7.25



たって高さの異なる広い作業床面を確保することができ、高所作業を能率的に行うことが
できる。また、本実施の形態においても、各階の第１、第２の足場板１２、１３の掛止金
具２８～３１、３４～３７の掛け替え作業によって、図１０に示すように、各階の第１、
第２の足場板１２、１３上に形成される作業床面の高さを所定の高さだけ容易に低くする
ことができる。
【００３５】
このように、本実施の形態においても、各階において行う高所作業の作業態様に応じて、
作業床面の高さを自在に変えることできると共に、作業床面間の間隔、即ち、作業床面上
の作業空間の高さも変えることができる。従って、高所作業をさらに能率的に行うことが
できると共に、適正姿勢で作業を行うことができるので、疲労感がなく、安全性も向上で
きる。
【００３６】
（第５の実施の形態）
図１１に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ４は、実質的に、階段５６上に設置
して用いるものであり、第１の実施の形態にかかる足場ユニットＡの前矩形枠１０の下端
に、前矩形枠１０と同一構造の矩形枠５７を連結することによって、前矩形枠１０の最上
段の第１の横桟部材２５と後矩形枠１１の上水平枠部材２０を同一水平レベルにしたこと
を特徴とする。
【００３７】
また、本実施の形態では、第１、第２の足場板１２、１３の作業床面に階段５６に合わせ
て僅かに傾斜を持たせている。即ち、第１の足場板１２の掛止金具２８、２９は前矩形枠
１０における昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟部材２５に掛止されると共に、掛止金
具３０、３１は、後矩形枠１１の上水平枠部材２０に掛止されている。第２の足場板１３
の掛止金具３４、３５はそれぞれ前矩形枠１０における昇降用梯子２６の最上段の第１の
横桟部材２５と第２の横桟部材２７に掛止されると共に、掛止金具３６、３７は、後矩形
枠１１の上水平枠部材２０に掛止されている。
【００３８】
さらに、本実施の形態では、第１の足場板１２の下方には第２の足場板１３と同一構造を
有する足場板５８が配設されており、足場板５８の作業床面は第１、第２の足場板
１３と同様に、階段５６に合わせて僅かに傾斜を持たせている。即ち、足場板５８の両端
に取付けられた掛止金具５９～６２は、それぞれ、矩形枠５７の上水平枠部材２０と、足
場ユニットＡの後矩形枠１１の下水平枠部材２１に掛止されている。
【００３９】
なお、本実施の形態では、足場構造Ａ４の両側には、補強ブレース１５ａ、１７ａが取付
けられており、足場構造Ａ４の強度を高めている。
上記した構成によって、足場構造Ａ４は、階段５６の上方においても水平な作業床面を確
保することができ、かつ、必要な場合は、図１１に示すように、階段５６の傾斜に応じて
わずかな傾斜を持たせ、最適の作業床面を容易に形成することができる。また、足場板５
８が足場構造Ａ４の一側のみしか設けられていないので、前矩形枠５７に設けた作業者出
入口２４と後矩形枠１１に設けた作業者出入口２４との間に十分な空間を確保することが
でき、作業者は足場構造Ａ４内を通って階段５６を昇降することができ、階段５６を昇降
する作業者を、天井等からの落下物から効果的に保護することができる。
【００４０】
（第６の実施の形態）
図１２に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ５は、実質的に、長い階段６３上に
設置して用いるものであり、第１の実施の形態に係る足場ユニットＡと第５の実施の形態
にかかる足場構造Ａ４を階段６３の長手方向に沿って連結することによって構成されてい
る。
【００４１】
上記した構成によって、足場構造Ａ５は、階段６３の上方においても、複数の異なる高さ
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の水平な作業床面を複数段に分けて確保することができ、かつ、必要な場合は、図１２に
示すように、階段６３の傾斜に応じてわずかな傾斜を持たせ、最適の作業床面を容易に形
成することができる。また、この場合も、足場板５８が足場ユニットＡと足場構造Ａ４の
一側のみしか設けられていないので、前矩形枠１０に設けた作業者出入口２４と、矩形枠
５７に設けられた作業者出入口２４と、後矩形枠１１に設けた作業者出入口２４との間に
十分な空間を確保することができ、作業者は足場構造Ａ４内を通って階段６３を昇降する
ことができ、階段６３を昇降する作業者を、天井等からの落下物から効果的に保護するこ
とができる。
【００４２】
（第７の実施の形態）
図１３及び図１４に示すように、本実施の形態に係る足場ユニットＡ６は、実質的に、傾
斜地６４に設置して用いるものであり、第１の実施の形態に係る足場ユニットＡの前矩形
枠１０と後矩形枠１１とを、補強ブレース１４～１７に代えて、長さ調整自在な補強ブレ
ース６５～６８によって連結することによって構成したことを特徴とする。
【００４３】
即ち、図１４に示すように、各補強ブレース６５～６８は、入れ子式の伸縮部材６５ａ、
６５ｂ、６６ａ、６６ｂ、６７ａ、６７ｂ、６８ａ、６８ｂと、固定装置又はロック装置
６５ｃ～６８ｃから構成されている。また、補強ブレース６５～６８の両端には、それぞ
れ、Ｃ形状の湾曲板部材からなる掛止金具６９～７６が取付けられている。これらの掛止
金具６９～７６のうち、補強ブレース６５の両端に取付けられている掛止金具６９、７０
は、それぞれ、前矩形枠１０における昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟部材２５と、
後矩形枠１１における下水平連結部材２１に掛止されている。補強ブレース６６の両端に
取付けられている掛止金具７１、７２は、それぞれ、前矩形枠１０における昇降用梯子２
６の下水平連結部材２１と、後矩形枠１１における昇降用梯子２６の最上段の第１の横桟
部材２５に掛止されている。補強ブレース６７の両端に取付けられている掛止金具７３、
７４は、それぞれ、前矩形枠１０における最上段の第２の横桟部材２７と、後矩形枠１１
における下水平枠部材２１に掛止されている。補強ブレース６８の両端に取付けられてい
る掛止金具７５、７６は、それぞれ、前矩形枠１０における下水平枠部材２１と、後矩形
枠１１における最上段の第２の横桟部材２７に掛止されている。
【００４４】
上記した構成によって、足場ユニットＡ６は、側面視において、前、後矩形枠１０、１１
と、補強ブレース６５～６８とによって、いわゆる平行四辺形からなる枠を形成すること
ができる。従って、図１３に示すように、緩傾斜角度の傾斜地６４の上方において、傾斜
地６４と同一の傾斜面を有する作業床面を容易に形成することができ、また、必要に応じ
て、水平な作業床面を形成することもできる。また、前矩形枠１０に設けた作業者出入口
２４と後矩形枠１１に設けた作業者出入口２４との間に十分な高さの空間が確保されてい
るので、作業者は足場ユニットＡ６内を通って傾斜地６４上を昇降することができ、傾斜
地６４を昇降する作業者を、天井等からの落下物から効果的に保護することができる。
【００４５】
（第８の実施の形態）
図１５に示すように、本実施の形態に係る足場構造Ａ７は、実質的に、長い傾斜地７７上
に設置して用いるものであり、第７の実施の形態にかかる足場ユニットＡ６を傾斜地７７
の長手方向に沿って連結することによって構成されている。
上記した構成によって、足場構造Ａ７は、傾斜地７７の上方においても、複数の異なる高
さでかつ傾斜地７７と同一傾斜角度で傾斜した作業床面を複数段に分けて確保することが
でき、かつ、必要な場合は、水平面とすることによって、最適の作業床面を容易に形成す
ることができる。また、前矩形枠１０に設けた作業者出入口２４と後矩形枠１１に設けた
作業者出入口２４との間に十分な空間を確保されているので、作業者は足場構造Ａ７内を
通って傾斜地７７を昇降することができ、傾斜地７７を昇降する作業者を、天井等からの
落下物から効果的に保護することができる。
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【００４６】
（第９の実施の形態）
図１６に示すように、本実施の形態に係る足場ユニットＡ８は、実質的に、第１の実施の
形態の前、後矩形枠１０、１１に相当する前、後矩形枠７８、７９が狭幅であり、その上
水平枠部材８０間に一つの第２の足場板１３のみしか取付けることができない構成となっ
ていることを特徴とする。
従って、図１６に示すように、上水平枠部材８０と下水平枠部材８１と、２つの垂直部材
８２、８３によって区画形成される作業者出入口８４の両側には、第１の実施の形態に係
る第２の横桟部材２７に相当する横桟部材８５、８６がそれぞれ設けられている。
また、足場ユニットＡ８の両側部には、足場ユニットＡ８を補強するための補強ブレース
８７ａ～８７ｄが取付けられている。
【００４７】
本実施の形態においても、第２の足場板１３の掛止金具３４、３６を、前、後矩形枠７８
、７９における横桟部材８５に掛止すると共に、掛止金具３５、３７を横桟部材８６に掛
止することができる。このような掛止金具３４～３７の掛け替え作業によって、図１７に
示すように、第２の足場板１３上に形成される作業床面の高さを所定の高さだけ低くする
ことができ、作業者は適正な姿勢で所望の高所作業を行うことができる。
また、横桟部材８５、８６によって昇降用梯子を形成することができる。即ち、作業者は
、横桟部材８５、８６に両足をそれぞれ載せながら昇ることによって第２の足場板１３上
の作業床面まで容易に移動することができる。
【００４８】
（参考例）
図１８に示すように、建て枠Ａ９は、左、右垂直支柱１８ａ、１９ａと上、下水平枠部材
２０ａ、２１ａとからなる矩形枠によって構成されている。上、下水平枠部材２０ａ、２
１ａと一対の垂直部材２２ａ、２３ａとによって区画される作業者出入口２４ａが設けら
れている。作業者出入口２４ａの両側に第１と第２の横桟部材２５ａ、２７ａがそれぞれ
垂直方向に間隔をあけて複数段にわたって連設されている。そして、第１の足場板１２ａ
の一端に設けられた一対の掛止金具２８ａ、２９ａが、共に、第１の横桟部材２５ａに着
脱自在に掛止されている。一方、第２の足場板１３ａの一端に設けられた一対の掛止金具
３４ａ、３５ａのうち、一方の掛止金具３４ａが第１の横桟部材２５ａに着脱自在に連結
されると共に、他方の掛止金具３５ａが第２の横桟部材２６ａに着脱自在に掛止されてい
る。なお、第１の横桟部材２４ａによって昇降用梯子２６ａが形成されている。
かかる構成によって、第２の足場板１３ａを上水平枠部材２０ａに架設することができる
のみならず、第１及び第２の横桟部材２５ａ、２７ａ間にも架設することができ、第１の
足場板１２ａのみならず、第２の足場板１３ａの作業床面も高所作業の作業態様に応じて
自在に変えることでき、高所作業を能率的に行うことができると共に、適正姿勢で作業を
行うことができるので、疲労感がなく、安全性も向上できる。
また、下水平枠部材２１ａのうち、作業者出入口２４ａ 下方に位置する部分が切り取ら
れている。従って、作業者出入口２４ａの下部が自由空間になるので、作業者の出入りを
容易にすることができる。
【００４９】
以上、本発明を、幾つかの実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した
実施の形態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事
項の範囲内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。
例えば、図１９に概念的に示すように、第１の実施の形態に係る足場ユニットにおけるブ
レース１４、１５は右垂直支柱１８に自在クランプＤを用いることによって連結すること
ができる。
【００５０】
【発明の効果】
請求項１～３記載の足場ユニットにおいては、２つの矩形枠の上部間に足場板を架設する
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ことによって構成される足場ユニットにおいて、作業者出入口の両側に第１と第２の横桟
部材がそれぞれ垂直方向に間隔をあけて複数段にわたって連設され、対をなす掛止金具が
足場板の少なくとも一端部に作業者出入口の幅より大きい間隔をあけて取付けられ、これ
らの掛止金具が上水平枠部材のみならず、それぞれ第１と第２の横桟部材にも作業者出入
口を跨がった状態で着脱自在に掛止される。
【００５１】
従って、足場板を上水平枠部材に架設することができるのみならず、横桟部材間にも架設
することができ、足場板の作業床面を高所作業の作業態様に応じて自在に変えることでき
、高所作業を能率的に行うことができると共に、適正姿勢で作業を行うことができるので
、疲労感がなく、安全性も向上できる。また、足場板の掛止金具を第１、第２の横桟部材
に掛止した場合は前、後矩形枠の上部が作業床面より上方に突出して、いわゆる安全柵を
形成することになり、高所作業の安全をさらに向上することができる。さらに、階段にお
いても、足場板の両端部の横桟部材への掛止位置を調整することによって、容易に水平又
は適正な傾斜角度を有する作業床面を形成することができる。
また、横桟部材は、足場ユニットを補強するために用いられる補強ブレースの端部を掛止
するためにも用いられる。従って、十分な強度を確保しながら、足場ユニットをコンパク
トに組み立てることができる。
さらに、補強ブレースを長さ調整自在に構成しているので、足場ユニットを側面視におい
て平行四辺形とした状態で構築することができ、傾斜地においても容易に足場ユニットを
設置することができる。
【００５２】
請求項２記載の足場ユニットにおいては、下水平枠部材のうち、作業者出入口の下方に位
置する部分が切り取られているので、作業者出入口の下部が自由空間になり、足場ユニッ
トへの作業者の出入りを容易にすることができる。
【００５３】
請求項３記載の足場ユニットにおいては、作業者出入口の一側に第１及び第２の横桟部材
のいずれかによって昇降用梯子が形成される。従って、この昇降用梯子を利用して、足場
ユニット内外を昇降することができる。
【００５４】
請求項４記載の足場構造においては、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニット
を水平方向に連設することによって構築されるので、例えば、長い壁面に沿って広い作業
床面を確保することができると共に、それぞれの足場板の作業床面の高さを変えることに
よって、高所作業を能率的に行うことができる。
請求項５記載の足場構造は、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニットを垂直方
向に積み重ねることによって構築されるので、各階において行う高所作業の作業態様に応
じて、作業床面の高さを自在に変えることができると共に、作業床面間の間隔、即ち、作
業床面上の作業空間の高さも変えることができる。従って、高所作業をさらに能率的に行
うことができると共に、適正姿勢で作業を行うことができるので、疲労感がなく、安全性
も向上できる。
請求項６記載の足場構造においては、請求項１～３のいずれか１項に記載の足場ユニット
を水平方向に連設すると共に垂直方向に積み重ねることによって構築されるので、長い壁
面に沿って各階ごとに広い作業床面を確保できると共に、各階において行う高所作業の作
業態様に応じて、作業床面の高さを自在に変えることができ、さらに、作業床面間の間隔
、即ち、作業床面上の作業空間の高さも変えることができる。従って、高所作業をさらに
能率的に行うことができると共に、適正姿勢で作業を行うことができるので、疲労感がな
く、安全性も向上できる。
【００５５】
【００５６】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る足場ユニットの斜視図である。
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【図２】同分解斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る足場ユニットの作業床面を変えた状態の斜視図
である。
【図４】同足場板の側面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る足場構造の斜視図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る足場構造の作業床面を変えた状態の斜視図であ
る。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る足場構造の斜視図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る足場構造の作業床面を変えた状態の斜視図であ
る。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る足場構造の斜視図である。
【図１０】本発明の第４の実施の形態に係る足場構造の作業床面を変えた状態の斜視図で
ある。
【図１１】本発明の第５の実施の形態に係る足場構造の斜視図である。
【図１２】本発明の第６の実施の形態に係る足場ユニットの斜視図である。
【図１３】本発明の第７の実施の形態に係る足場ユニットの斜視図である。
【図１４】同分解斜視図である。
【図１５】本発明の第８の実施の形態に係る足場構造の作業床面を変えた状態の斜視図で
ある。
【図１６】本発明の第９の実施の形態に係る足場ユニットの斜視図である。
【図１７】本発明の第９の実施の形態に係る足場ユニットの作業床面を変えた状態の斜視
図である。
【図１８】参考例に係る建て枠の正面図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る足場ユニットの変形例である。
【図２０】従来の足場構造の斜視図である。
【図２１】従来の足場構造の斜視図である。
【符号の説明】
Ａ　足場ユニット　　　　　　　　　　Ａ１　足場構造
Ａ２　足場構造　　　　　　　　　　　Ａ３　足場構造
Ａ４　足場構造　　　　　　　　　　　Ａ５　足場構造
Ａ６　足場ユニット　　　　　　　　　Ａ７　足場構造
Ａ８　足場ユニット　　　　　　　　　Ａ９　建て枠
Ｄ　自在クランプ　　　　　　　　　　１０　前矩形枠
１１　後矩形枠　　　　　　　　　　　１２　第１の足場板
１２ａ　第１の足場板　　　　　　　　１３　第２の足場板
１３ａ　第２の足場板　　　　　　　　１４　補強ブレース
１５　補強ブレース　　　　　　　　　１５ａ　補強ブレース
１６　補強ブレース　　　　　　　　　１７　補強ブレース
１７ａ　補強ブレース　　　　　　　　１８　左垂直支柱
１８ａ　左垂直支柱　　　　　　　　　１９　右垂直支柱
１９ａ　右垂直支柱　　　　　　　　　２０　上水平枠部材
２０ａ　上水平枠部材　　　　　　　　２１　下水平枠部材
２１ａ　下水平枠部材　　　　　　　　２２　垂直部材
２２ａ　垂直部材　　　　　　　　　　２３　垂直部材
２３ａ　垂直部材　　　　　　　　　　２４　作業者出入口
２４ａ　作業者出入口　　　　　　　　２５　第１の横桟部材
２５ａ　第１の横桟部材　　　　　　　２６　昇降用梯子
２６ａ　昇降用梯子　　　　　　　　　２７　第２の横桟部材
２７ａ　第２の横桟部材　　　　　　　２８　掛止金具
２８ａ　掛止金具　　　　　　　　　　２９　掛止金具
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２９ａ　掛止金具　　　　　　　　　　３０　掛止金具
３１　掛止金具　　　　　　　　　　　３２　蓋
３３　昇降用開口　　　　　　　　　　３４　掛止金具
３４ａ　掛止金具　　　　　　　　　　３５　掛止金具
３５ａ　掛止金具　　　　　　　　　　３６　掛止金具
３７　掛止金具　　　　　　　　　　　３８　掛止金具
３９　掛止金具　　　　　　　　　　　４０　掛止金具
４１　掛止金具　　　　　　　　　　　４２　掛止金具
４３　掛止金具　　　　　　　　　　　４４　掛止金具
４５　掛止金具　　　　　　　　　　　５０　高さ調整金具
５１　高さ調整金具　　　　　　　　　５２　キャスター
５３　キャスター　　　　　　　　　　５５　着脱掛止機構
５６　階段　　　　　　　　　　　　　５７　矩形枠
５８　足場板　　　　　　　　　　　　５９　掛止金具
６０　掛止金具　　　　　　　　　　　６１　掛止金具
６２　掛止金具　　　　　　　　　　　６３　階段
６４　傾斜地　　　　　　　　　　　　６５　補強ブレース
６５ａ　伸縮部材　　　　　　　　　　６５ｂ　伸縮部材
６５ｃ　固定装置　　　　　　　　　　６６　補強ブレース
６６ａ　伸縮部材　　　　　　　　　　６６ｂ　伸縮部材
６６ｃ　固定装置　　　　　　　　　　６７　補強ブレース
６７ａ　伸縮部材　　　　　　　　　　６７ｂ　伸縮部材
６７ｃ　固定装置　　　　　　　　　　６８　補強ブレース
６８ａ　伸縮部材　　　　　　　　　　６８ｂ　伸縮部材
６８ｃ　固定装置　　　　　　　　　　６９　掛止金具
７０　掛止金具　　　　　　　　　　　７１　掛止金具
７２　掛止金具　　　　　　　　　　　７３　掛止金具
７４　掛止金具　　　　　　　　　　　７５　掛止金具
７６　掛止金具　　　　　　　　　　　７７　傾斜地
７８　前矩形枠　　　　　　　　　　　７９　後矩形枠
８０　上水平枠部材　　　　　　　　　８１　下水平枠部材
８２　垂直部材　　　　　　　　　　　８３　垂直部材
８４　作業者出入口　　　　　　　　　８５　横桟部材
８６　横桟部材　　　　　　　　　　　８７ａ　補強ブレース
８７ｂ　補強ブレース　　　　　　　　８７ｃ　補強ブレース
８７ｄ　補強ブレース
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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